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消費者教育とは

消費者教育の推進に関する法律 （平成２４年）

被害に遭わない消費者

消費者教育の推進に関する基本的な方針 （閣議決定）（平成２５年）

合理的意思決定ができる
自立した消費者

社会の一員として、
よりよい社会のために
積極的に関与する消費者

● 商品のラベルや説明書をよく読んで使用する。周りの人が誤った使い方をしていれば注意する。
● トラブルが発生した場合には、事業者に情報提供し、原因を確認するとともに、再発防止を要請する。
また、消費生活センターにも知らせる。

● 消費者のための制度（クーリングオフ等）について理解する。
● 高齢者の見守り活動に参加し、こうした制度を活用する。

イメージ例

● 買い過ぎない。収入水準に見合った支出。
● 環境や社会に配慮した商品やサービスを選択する。

よりよい「故郷」（徳島）のために
積極的に関与する消費者とは？
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授業（生活科） 

道徳 

身近な消費者問題に

目を向けよう 

自分の生活と身近

な環境とのかかわ

りに気づき、物の使

い方などを工夫し

よう 

消費をめぐる物と金

銭の流れを考えよう 

【埼玉県】 

エコチケット（環境通

貨）を使った循環型エ

コ活動 
生徒がエコ活動をするとチ

ケットができ、校内で開催

するエコマーケットで利用

可能とする仕組の構築  

消費者教育 

実践事例 

ねらい 

学習指導要領 
どこで？(教科) 

生活(1)(中略)安全を守っている人々などに関心を持ち中略) 

生活(2)家庭生活を支えている家族のことや自分でできることなど

について考え、(中略) 

生活(3)自分たちの生活は地域で生活したり働いたりしている人々

や様々な場所とかかわっていることが分かり(中略)  

生活(4)公共物や公共施設を利用し、身の回りにはみんなで使うも

のがあることやそれを支えている人々があることが分かり、（中

略） 

生活(5)（中略）四季の変化や季節によって生活の様子が変わるこ

とに気づき、自分たちの生活を工夫したり楽しくしたりできるよう

にする。 

生活(6)身近な自然を利用したり，身近にある物を使ったりなどし

て，(中略)自然の不思議さに気付き，みんなで遊びを楽しむことが

できるようにする。  

生活(8)自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々とかかわるこ

との楽しさが分かり、進んで交流することができるようにする。 

1,2 年道徳１(1)健康や安全に気を付け、物や金銭を大切にし、身の

回りを整え、わがままをしないで、規則正しい生活をする。 

1,2 年道徳４(1)約束やきまりを守り、みんなが使う物を大切にす

る。(2)働くことのよさを感じて、みんなのために働く。(3)父母、

祖父母を敬愛し、進んで家の手伝いなどをして、家族の役に立つ喜

びを知る。 

イメージマップと

の関係 

保護者と連携して

特長・ポイント 

エコチケットを利用したエ

コマーケットの活動を通じ

て、児童たちが主体的に行

動し、問題解決することを

通じて、消費者・事業者そ

れぞれが環境保護において

果たすべき役割を理解す

る。 

連携する主体 

＜小学生期＞

消費をめぐる物と金銭

の流れを考えよう 

自分の生活と身近な

環境とのかかわりに

気づき、物の使い方

などを工夫しよう 

身近な消費者問題に目

を向けよう 

〔学級活動〕 

〔共通事項〕 

(1) ウ学校における多様な集団の生活の向上 

(2) エ清掃などの当番活動等の役割と働くことの意義の理解 

キ食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成 

 

〔学校行事〕 

(5)勤労生産・奉仕的行事 

 勤労の尊さや生産の喜びを体得するとともに，ボランティア活

動などの社会奉仕の精神を養う体験が得られるような活動を行う

こと。 

課外活動 

(土曜教室等) 

＜小学生期（再掲）＞ 

― 

【静岡県】 

消費生活の視点から地

球環境を考える環境教

育 
子どもが家庭のエコリーダ

ーとなり、光熱水量やごみ

排量の把握を継続的に行い

地域内での見える化によ

り、これらの削減を習慣化

する 

家族で環境問題に取

り組む仕組み 
― 

【北海道士別市】 

学校消費者教育 

モデル事業 
「消費者教育模擬授業」実

施および「士別市消費者教

育支援プログラム」の提供

市オリジナル副読本「く

らしのノート」を作成

し、小学生保護者全員に

配布して授業に活用 

教育担当者（教員・Ｐ

ＴＡ・教育委員会）、

消費生活相談員 

児童館・学童保育等 

あなたは？⇒小学校教諭（１、２年生担任） 

特別活動 

総合的な学習 

の時間 

消費者教育のためのナビゲーション（例）
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● 消費生活センターを消費生活相談だけでなく、いわば消費者教育センターとしても位置付けて、
消費者教育の拠点。

消費生活センターの消費者教育の拠点化

消費生活展など 消費生活講座など

消費者教育への
関心を促す

自ら
消費者教育を実施

他機関での
消費者教育を支援

出前講座など

消費者教育の拠点としての「６つの機能」

関係者をつなぐ

見守りネットワークなど

担い手を育てる 場を提供する

サポーター養成など 自主学習、交流など

消費者教育の推進に関する基本的な方針 （閣議決定）（平成２５年）
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消費生活センターを設置してる地方公共団体の数
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高齢者・障害者への情報提供
高齢者・障害者

見守り役

家族、隣人、知人

フェイスブックを利用して情報の受発信

消費生活センター

情報提供、気づき

悪質な事業者・手口、防御の仕方

想定される１日の情報環境イメージ図

情報チャンネルの少ない人 情報チャンネルの多い人

●注意 ●関心 ●欲求

無関心の人は●が意識に残りやすい

関心があると●が意識に残りやすく興味を示しやすい
欲求があるときは●を使いやすい

【団体】
消費者団体、福祉・医療の関係団体、町内会等の地縁団体
商工会・商工会議所・商店街等の事業者団体
コンビニ・宅配事業者・金融機関等

【個人】
民生委員、福祉関係者、弁護士、司法書士

消費生活に関する活動を行う個人（サポーター） 等
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